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徳島県情報公開・個人情報保護審査会答申情第１９２号 

 

第１ 審査会の結論 

徳島県知事の決定は、妥当である。 

 

第２ 諮問事案の概要 

１ 公文書公開請求 

令和２年７月８日、審査請求人は、徳島県情報公開条例（平成１３年徳島県条例第

１号。以下「条例」という。）第６条第１項の規定に基づき、徳島県知事（以下「実

施機関」という。）に対し、「県が保有する（○○神社）に関する資料及び関係書類

全部（Ｓ１１年に県社指定）に伴う関係書類） 総務課」の公文書公開請求（以下「本

件請求」という。）を行った。 

 

２ 実施機関の決定 

令和２年７月１７日、実施機関は、本件請求に対して、公開請求に係る公文書を保

有していないとして、公文書公開請求拒否決定処分（以下「本件処分」という。）を

行い、審査請求人に通知した。 

 

３ 審査請求 

令和２年７月２２日、審査請求人は、本件処分を不服として、行政不服審査法（平

成２６年法律第６８号）第２条の規定に基づき、実施機関に対して審査請求を行った。 

 

４ 諮問 

令和３年３月３１日、実施機関は、徳島県情報公開審査会（現徳島県情報公開・個

人情報保護審査会）に対して、本件審査請求につき諮問（以下「本件事案」という。）

を行った。 

 

第３ 審査請求人の主張要旨 

１ 審査請求の趣旨 

審査請求書には「県の枉法行為を確認した為」と記載されている。 

 

２ 審査請求の理由 

審査請求書には「本来あるべき書類と特定した中で、（県社）に関する書類として

いるのに、無いとは可笑しいので出せ」と記載されている。 

 

第４ 実施機関の弁明要旨 

実施機関から提出された弁明書によると、本件処分の内容及び理由は、おおむね次

のとおりである。 

実施機関では、昭和２６年に施行された宗教法人法に基づく宗教法人に関する業務

を所管しており、公文書公開請求がなされた昭和１１年の県社指定に伴う関係書類は
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保有していない。 

なお、県社とは宗教法人法成立前に存在していた、旧制度の神社の社格制度の一つ

で、第二次世界大戦後にはＧＨＱ（連合国軍最高司令官総司令部）による神道指令に

よって廃止された。 

以上により、実施機関は本件請求に係る公文書を保有しておらず、条例第７条第２

号の規定により公開請求を拒否したものである。 

 

第５ 審査請求人の反論要旨 

審査請求人から提出された反論書には、「「当該公文書を保有していない。」「昭

和１１年の県社指定に伴う関係書類は保有していない。」と記載。～省略。ＧＨＱに

よる実施機関は、公文書を保有しておらずと記載しているが～、現在、神社に、建て

看板に「昭和１１年の県社指定」と記載されいる看板がある中で、御霊（ミタマ）と

して「印」があると記載されているので、あるべき歴史的書類であると主張する。」

と記載されている。 

 

第６ 審査会の処理経過 

本件事案に係る当審査会の処理経過は、次のとおりである。 

年月日 内 容 

令和３年３月３１日 諮問 

令和７年４月２３日 
第１部会（第２２回） 

審議 

同年  ５月２８日 
第１部会（第２３回） 

審議 

 

第７ 審査会の判断 

当審査会は、本件事案について審査した結果、次のとおり判断する。 

１ 本件請求に係る公文書について 

本件請求は、○○神社が昭和１１年に県社に指定されたことに伴う公文書のうち総

務課において保有するものの公開を求めるものである。 

実施機関は、公文書公開請求書に基づき、上記の内容で本件請求に係る公文書を特

定し、公文書が存在しないとして本件処分を行っているのに対し、審査請求人は審査

請求書において、当該公文書が存在する旨を主張している。 

以上を前提にすれば、本件請求に係る公文書についての実施機関と審査請求人の認

識は一致しており、本件請求に係る公文書の特定について争いがなく、また、実施機

関による本件公文書の特定を不合理とする事情も認められない。 

 

２ 本件請求に係る公文書の保有の有無について 
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宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財

産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営す

ることに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的としており（第１

条第１項）、宗教法人の宗教的事項と世俗的事項の機能のうち、世俗的事項に関して

のみ規定し、憲法で保障された信教の自由と政教分離の原則が尊重され（同条第２項）、

行政等は宗教上の事項について、調停や干渉を行ってはならないとされている（第８

５条）。 

また、戦前の国家神道の時代は、社格制度によって国家が神社を格付けしており、

県社はその格付けの一つであったが、ＧＨＱが発した、いわゆる神道指令によって、

神社は国家管理を離れ、社格制度は廃止された。 

総務課は宗教法人法の所轄庁の事務を行っており、同課において○○神社が昭和１

１年に県社に指定されたことに伴う公文書を保有する必要はないから、当該公文書を

保有していないとの実施機関の説明に不合理な点はない。 

 

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人のその他の主張は、当審査会の上記判断を左右するものではない。 

 

４ 結論 

当審査会は、本件事案を厳正かつ客観的に検討した結果、冒頭の「第１ 審査会の

結論」のとおり判断する。 
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